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居宅介護支援（指定基準関係） 

 

介護保険法 

（指定居宅介護支援事業者の指定） 

第７９条 第４６条第１項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅介護支援事業を行う者の申

請により、居宅介護支援事業を行う事業所（－略－）ごとに行う。 

２ 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第４６条

第１項の指定をしてはならない。 

一 申請者が法人でないとき。 

二 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第８１条第１項の厚生労働省令で定める員数を満

たしていないとき。 

三 申請者が、第８１条第２項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な居

宅介護支援事業の運営をすることができないと認められるとき。 

（指定居宅介護支援の事業の基準） 

第８０条 指定居宅介護支援事業者は、次条第２項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準

に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅介護支援を提供するとともに、自らその提供す

る指定居宅介護支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより （－以下略－） 

第８１条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める員数の介護支

援専門員を有しなければならない。 

２ 前項に規定するもののほか、指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。 

３ （－以下略－） 

 

 

指定及び運営基準 

 

 ○指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号） 

○指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について（平成１１年老企第２２号） 

 

  

 

（以下、一部抜粋） 

 

  第二章 人員に関する基準 

 

（従業者の員数） 

第２条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに１以上の員数の指定居宅介護支援の

提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。 

運営基準 

運営基準 
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２ 前項に規定する員数の標準は、利用者の数が３５又はその端数を増すごとに１とする。 

 

（管理者） 

第３条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければなら

ない。 

２ 前項に規定する管理者は、介護支援専門員でなければならない。 

３ 第１項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる

場合は、この限りでない。 

一 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合 

二 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定居宅介護支援事

業所の管理に支障がない場合に限る。） 

 

 

指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所に介護支援専門員を配置しなければならないが、

利用者の自立の支援及び生活の質の向上を図るための居宅介護支援の能力を十分に有する者を充てる

よう心がける必要がある。 

また、基準第２条及び第３条に係る運用に当たっては、次の点に留意する必要がある。 

（１）介護支援専門員の員数 

介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業所ごとに必ず１人以上を常勤で置くこととされており、

常勤の考え方は（３）の①のとおりである。常勤の介護支援専門員を置くべきこととしたのは、指

定居宅介護支援事業所の営業時間中は、介護支援専門員は常に利用者からの相談等に対応できる体

制を整えている必要があるという趣旨であり、介護支援専門員がその業務上の必要性から、又は他

の業務を兼ねていることから、当該事業所に不在となる場合であっても、管理者、その他の従業者

等を通じ、利用者が適切に介護支援専門員に連絡が取れる体制としておく必要がある。 

   なお、介護支援専門員については、他の業務との兼務を認められているところであるが、これは、

居宅介護支援の事業が、指定居宅サービス等の実態を知悉する者により併せて行われることが効果

的であるとされる場合もあることに配慮したものである。 

   また、当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数３５人に対して１人を標準とするものであ

り、利用者の数が３５人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい。ただし、当該増員に

係る介護支援専門員については非常勤とすることを妨げるものではない。また、当該非常勤の介護

支援専門員に係る他の業務との兼務については、介護保険施設に置かれた常勤専従の介護支援専門

員との兼務を除き、差し支えないものであり、当該他の業務とは必ずしも指定居宅サービス事業の

業務を指すものではない。 

（２）管理者 

指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、介護支援専門員であって、専ら管理者の職務に従

事する常勤の者でなければならないが、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従

事する場合及び管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定居

宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。）は必ずしも専ら管理者の職務に従事する常勤

の者でなくても差し支えないこととされている。この場合、同一敷地内にある他の事業所とは、必

ずしも指定居宅サービス事業を行う事業所に限るものではなく、例えば、介護保険施設、病院、診

療所、薬局等の業務に従事する場合も、当該指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない限り認め

られるものである。 


